
企業会計基準委員会（ASBJ）より、平成 20 年 3 月 31 日に公表された。

平成 22 年 4 月 1 日以降の事業年度から適用（早期適用も可能）

・資産除去債務に関する会計基準（企業会計基準第 18 号）

・資産除去債務に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第 21 号）

企業が所有する土地、建物、工場、機械等の有形固定資産を活用することによって生じ、 将来、その資

産を売却、解体等除去する際に、法令や契約によって発生する費用のこと。

有形固定資産の「通常の使用」によって発生した時に負債として認識し計上する。

なお、発生時において「合理的に見積ることができない場合」には、見積り可能となった時点で

計上する。

対象となる資産除去債務（環境債務）には、土壌汚染、アスベスト、PCB などがある。

■土壌汚染対策法

・有害物質使用特定施設の廃止時の調査費用

■地方自治体の環境条例

・3,000m²以上の土地改変時の調査費用

・有害物質を取り扱う施設の廃止時の調査費用 など

■石綿障害予防規則

・アスベストを使用している建物解体時の除去・環境対策費用

■PCB 特別措置法

・PCB 含有機器等の処理・運搬費用

■原状回復義務【回復費用】

・契約により原状回復が義務付けられている土壌汚染浄化費など

アスベストは建物への使用が大部分で、PCB 含有機器も原則建物内での保管であり、債務とし認識することは

難しくありません。 しかし、土壌汚染の債務認識は、外から見えないだけに容易ではありません。 

当社では土壌汚染対策法施行、不動産鑑定評価基準改正当時から不動産鑑定協会や金融機関等とともに土

壌汚染の鑑定評価手法に関する調査・研究に携わっています。 

また、調査・対策の実績から土壌汚染リスク診断サービスを商品化し、現在までに、金融会社の土壌汚染リスク

診断業務（想定調査・対策費の算出を含む）や裁判所での競売不動産の土壌汚染リスク診断（調査・対策費の算

出を含む）などを多く手がけてきています。  

資産除去債務に関しては、これらの実績をもとに、合理的かつ、適切な対応が出来るものと考えております。 

お問合せ：アジア航測株式会社 首都圏営業部 TEL：044－967-6410 E-mail：info@ajiko.co.jp 

資産除去債務（環境債務）把握サポートサービス 

●資産除去債務に関する指針

●資産除去債務とは

●資産除去債務の負債計上

●資産除去債務（環境債務）の具体例

2010 年度より適用される「資産除去債務に関する会計基準」に対応した、資産除去債務（環境債務） 

把握サポートサービスを提供します。 



お問合せ：アジア航測株式会社 首都圏営業部 TEL：044－967-6410 E-mail：info@ajiko.co.jp 

●業務フロー

調査内容に関する情報の収集の上、御提供をお願いし

ます。その後、調査対象範囲の確認、調査内容につい

ての協議を行った上、計画書を作成させて頂きます。 

御提供頂いた資料をもとに、資産除去債務に該当する

ものを抽出するためのスクリーニング調査を実施させて

頂きます。（机上での調査） 

上記調査の結果、見積書を作成する上で、現地での確

認が必要であると判断された場合には、現地踏査・ヒア

リング調査を実施させて頂きます。

（試料採取・分析等が必要な場合は別途協議） 

調査結果レポートおよび見積書を作成し、ご報告させて

頂きます。  

以上が弊社サービスの範囲です。 

当社サービス概要 

環境債務（リスク）には、資産除去債務に

含まれないものも多く存在します。 

昨今、土壌汚染調査・対策については、

不動産売買時に求められることが多く、環境

リスクへの自主的な取り組みとして調査・対

策を実施される企業が増えてきております。

資産除去債務（環境債務）の把握に併せ

て、土壌汚染に関する環境リスクを把握され

ることをお勧めします。 

注：ステップ 3 実施後、合理的な見積書を作成するためには、試

料採取・分析等の追加調査が必要であるとの判断になる可

能性があります。 

調査結果レポート（一覧表）を作成し、この段階で見積

可能な物件については、見積書を作成し、ご報告させ

て頂きます。  

ステップ 1 ： 調査計画作成・情報収集

ステップ 2 ： 事業所毎リスクスクリーニング

ステップ 3 ： 現地踏査・ヒアリング調査

レポート及び見積書作成・報告

将来キャッシュ・フロー計算 

減価償却会計処理 

報告書作成

会計報告

レポート及び見積書作成・報告


